
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県安中市の「農業生産法人」を訪ね、養鶏場を見学した時の 

にぎやかなニワトリの思い出です。作：夢耕作（大和市下鶴間在住） 
     
   

－１－ 

大和市民活動センター［拠点やまと］ 第７０号２０１３年５月１日発行 

５月号 

つきみ野駅前に看板があります 

“大和市の”シリーズ(2) 
    -月見野遺跡群- 
   4ページをご覧ください。 

 

手  

手 

＜今月号掲載＞ 

 ●大和市指定 NPO法人制度、大和市協働事業等提案、市民活動推進補助金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.2 

 ●第 58回連続共育セミナーのお知らせ、市民活動掲示板 、コラム毛が三本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.3 

 ●FMやまと～やまとっこ☆みつけた～  「“大和市の”シリーズ(2) –月見野遺跡群-」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.4 

２０１３ 

あの手この手で考えて、あの手この手で問題解決！ 

あの 
この 

あの手この手のマークの間のＳは solution（解決）のＳです。 

 ●市民活動センタートピックス 

連続共育セミナーは、よそおいを変えてスタートします。 
今年度は「団体運営マネージメント」と「交流」の 2つのシリーズで進行します。 

シリーズごとに各 3回開催し、市民活動を応援します。 

1． マネージメントセミナー  6月・12月・2014年 3月 

2． 団体交流セミナー  9月・2014年 1月・2014年 2月  

団体運営マネージメントについて、学びたいテーマを募集中です。 ご意見、ご要望をお待ちしています。 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  今年も「新しい公共」が進んでいます 

         協働事業等提案、大和市市民活動推進補助金事業 

－２－ 

大和市は、NPO法人への活動を市民が寄附により直接支援していく仕組みと
して、この制度を導入しています。 

平成 23年 6月 NPO法改正案が成立し、平成 24

年 4月 1日に施行されました。これは、認定 NPO

法人や指定 NPO法人制度等の充実により、NPO

法人への寄附を促進する抜本的な大改正です。 

指定 NPO法人になることによるメリット 

 個人の寄附者のメリット 

神奈川県と大和市が条例で指定した指定NPO法人に寄附をした寄附者の個人住民税が、寄附金

税額控除の対象になります（県民税 4%市民税 6%合わせて 10%が税額控除されます）。 

 指定 NPO法人のメリット 

⇒認定 NPO法人の要件の 1つの PST要件が免除されます。 

⇒指定を受けるために経理や組織のあり方を見直すことで内部管理がしっかりします。 

⇒社会からの信用や認知度が高まることで NPO法人が市民から広く寄附を集めやすく 

なり、財政基盤の強化につながります。 

大和市指定 NPO法人になるには、県指定 NPO法人であること等の要件を満たす必要があります。 

指定の申出をするときには、大和市市民活動課（TEL 046-260-5103）に受付期間の事前にご相談 

ください。 申出受付期間：毎年度７月１日～７月末日（土日祝日を除く） 

 

～平成 24年度～ 

事業報告会が開催されました 

4 月 25 日（木）、大和市勤労福祉会館に

て、この 1 年間の事業を振り返り、各団

体と関係部署による事業報告会が行われ

ました。 

～平成 25年度～ 協働事業等提案、大和市市民活

動推進補助金事業、共に数団体が参加を表明し、

現在協議中です。みなさま下記にご来場ください。 

●補助金事業公開選考会  

6月 1日(土)13:00～ イオンホールにて 

●協働事業等提案公開プレゼンテーション 

7月 6日(土)13:00～ 大和市勤労福祉会館にて 

の土壌を根づかせよう 

を応援しよう 

NEWS 

※県指定 NPO法人制度については 
神奈川県県民局 NPO協働推進課へ。 TEL 045-312-1121 

n 

神奈川県では全国に先駆けて県指定 NPO法人

制度をスタートさせ、県が条例で NPO法人を個

別に指定することにより、寄附者は住民税の税

額控除が受けられるようになりました。 
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場 所：大和市民活動センター 

参加費： 500円 

日 時： 

－３－ 

「毛が三本」とは…つるま自然の森に生息。大和のことをたくさん知っている“森のスナフキン”？？。 

 

 

 

地域活動に参加するための 6つのコツ 

１． 活動によって得たいものを考える 

２． 関心のある「分野」を考える 

３． 自分に「できること」を考える 

４． 地域に「どんな団体があるか」調べる 

５． 団体に「聞きたいこと」を確認する 

６． 勇気をもって「参加」する 

市民活動センターに市民活動団体の情報があります。 

 

 

 

 

 

第 24回引地川かわくだり 

2013年 7月 13日（土） 

大和市の泉の森を源流とする引地川をお

そうじしながら魚や虫と触れあいます。 

（詳細は大和市広報 7/1号をご覧ください） 

 

ＮＰＯ会計報告を「収支計算書」で提出した団体の皆さん。平成 25年度は「活動計算書」で提出し

ましょう。収支計算書を持参ください。先着 8団体の個別相談に応じます（1団体 30分。要予約)。 

講 師：板倉幸子さん（税理士・一般社団法人公益ア

シストかながわ理事・認定ＮＰＯ法人ＮＰＯ

会計税務専門家ネットワーク理事） 

申込み：先着 8団体。6月 10日（月）までに大和市民

活動センターにお申込みください。TEL 046-260-2586 



これからの放送予定   ～聴きどころはここ～ 

  5月 7日(火) カットスタジオみどり  5月 21日(火)引地川水とみどりの会 

 

 

 

 

「やまとっこ☆みつけた記録集」がセンターにあります  

 

 

ホームページに詳しい記録があります★ 

  

 

 

東日本大震災直後から継続的に支援活動をしてき

た「サポートチームＧ」と「やまと災害ボランティアネ

ットワーク」が合併して、3本柱をたてて、一般社団

法人として再スタートしますと、代表の市原さんが抱

負を語りました。3本の柱とは、 

① 地域防災、減災、災害対応活動 

② 東日本大震災被災地支援活動 

③ 災害への意識向上のための人材育成活動 

「災害が起きた時に後悔しないために何ができる

か、いつやるか、今でしょ！」とジョニーさん。子ども

の頃から意識をもつことが大事と、代表の市原さん

は人材育成の大切さを訴えられました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ノルディックウォーキングは、ポールを突くことにより 

背筋が伸び、自分の体が浮くように感じ、大股で歩 

けるスポーツです。普通に歩くよりも２～３割運動量 

が多くなり、しかも、足、膝、腰の悪い人も安心して 

歩行が楽しめます。大手術を経験した城上さんは、 

執刀してくれた先生もノルディックウォーキング 

を実践していて、ポールを握って 

放すを脈に合わせて行うと、血 

流もよくなり、整形外科の先生 

もお薦めです、と力を込められ 

ました。  

 

 

 

－４－ 

第 181回 4/16 (火)  

～追い風に乗って歩く感じ～ 

[神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会・

YAMATO ノルディックウォーキング同好会] 

第 182回 4/30 (火)  

～活動の 3本柱を実践していきたい～ 

[一般社団法人やまと災害ボランティアネットワーク] 

大和駅南口から歩いて２分。
この「大イチョウ」が目印で
す。商工会議所となり「やま
と公園」の手前です。 

＊イチョウ写真は毎回発行
日の撮影です。ホームペー
ジに掲載の「大銀杏の“つ
ぶやき”」ではカラーでご
覧いただけます。 

 

   「あの手 この手」 第 70号  発行日・2013年 5月 1日     発行・大和市民活動センター 拠点やまと 
 

  大和市民活動センター ＜開館・月～土 ９：００～１８：００＞   TEL：046-260-2586  FAX：046-205-5788  
  〒242-００21 大和市中央 1 – 5 - 1              e-mail：yamato@ar.wakwak.com 
       http://www.kyodounokyoten.com/   

大和市民活動センターは「大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例」に基づいて設置されています。 

 

大和市の遺跡は古く、旧石器時代の約２万年以上

前のものがあります。月見野遺跡群は旧石器時代

のもので、昨年は協働事業として「月見野遺跡群

の埋蔵文化財の発信と市民企画キャンペーン事

業」（NPO 法人旅めぐり証明発行基金会/ 文化振

興課）が月見野遺跡群埋蔵文化財特別企画展」を

開催しました。市立図書館、つる舞の里歴史資料

館で詳しい情報がわかります。 

 

街の清掃活動をつづけているラジオネーム「みどりマ

マ」の登場です。公園の砂場を清掃中に仕掛けられた

落とし穴に落ちて、足を捻挫し、腰も痛めたとか。穴の

上のダンボールの上にはガラスと犬の糞が・・・。 

 

 

 

引地川に落ちていた自転車を 3 人の大人が引き上げ

たことから始まった活動も 10 年目に突入。「子どもエコ

クラブ」の子どもたちも高齢化しているとか。ボランティ

アの心を育てたいのです。小学生を募集しています。 
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★やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆みつけた★やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆みつけた ★やまとっ

こ☆みつ 
センターからのお知らせ 
 
A3判カラープリンターを導入しました。 

利用料：A3…1枚 60円 A4…1枚 30円（各 10枚まで） 

資料等の印刷にご利用ください（※写真印刷は除く）。 


